
 

１ 改定の趣旨 

平成２１年３月の新型インフルエンザ対策推進本部の検討結果及び２１年４月に発生した新型インフルエンザ対策の検証 

結果を踏まえ、新型インフルエンザ対策行動計画を改定する。 

  ２ 改定のポイント   

（１） 本計画は、危機管理体系に基づき整理する。 

   （２） 発生初動は厳重な対応とし、その後病原性等に応じ柔軟な体制とする。 

   （３） 検証目的を達成するため、現行の行動計画、マニュアルについても見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 
(仮称)新型インフルエンザ対策総合行動計画 

(仮称)新型インフルエンザ対策基本戦略骨子

案 

 

医療確保行動計画骨子案 

県民生活安定行動計画骨子案 

 

県における危機管理体制の構築 

(仮称)新型インフルエンザ対策業務継続 

計画骨子案 

 ↓（平成２１年１０月：推進本部承認） 

新型インフルエンザ対策業務継続計画策定   

新型インフルエンザ対策危機管理要綱 

一部修正案 

 

青森県危機管理指針 

(新)新型インフルエンザ対策行動計画 

 

今回の対策推進本部会議に 

おける案 

（平成２３年度） 

 

平成２１年３月 

対策推進本部会議承認事項 

（平成２０年度） 

 

平成２１年４月 

新型インフル発生 

資料１ 青森県新型インフルエンザ対策行動計画の改定について 

新型インフルエンザ対策業務継続計画   

当 初 

●新型インフルエンザ対策行動計画 

 

●医療系関連計画・マニュアル 

 ・医療確保計画 

 ・サーベイランスマニュアル 

 ・ウイルス薬備蓄・使用計画 

 ・患者対応マニュアル 

 ・患者移送マニュアル 

 ・積極的疫学調査マニュアル 

 ・検体採取・搬送マニュアル 

 ・相談対応マニュアル 

医療提供、社会対応マニュアル 

地域の協議会で、地域ごと

の医療提供体制を定める 

(仮称)医療提供マニュアル 

(仮称)社会対応マニュアル 

危機管理体制、初動体制、報道

体制、社会機能体制等を定める 

社会・経済活動への影響 

役割分担 

各部局対応マニュアル 


